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①審査委員会(主機関)より承認連絡後
報告に必要な書類を準備する
・審査委員会で最終承認された計画書類
（説明文書・公開文書等含）
・審査過程・出席委員が記載された議事
録的な書類

㉕研究開始

⑥確認

㉑外部審査案件確認書
署名(委員長)

⑱提出依頼受け、押印済み
正式版提出

本部で HP掲載

㉔公開文書を使用しない研究
については、手続き終了

⑧修正対応（９の内容確認終了の連絡があ
るまで繰り返す）

㉒委員へ報告

⑰正式版依頼

⑨委員会確認終了

⑤委員会へ確認依頼

㉓医学部長実施許可通知 作成

⑪実施検討委員会での確認

⑬修正依頼
／確認依頼

⑭実施検討会からの意見に
対する修正を倫理委員会事
務局へ

⑩実施検討委員会へ確認依頼
(ちば、溝口では各担当委員会にて確認)

⑮確認

⑯意見書発行

⑫疑義あれば照会

⑲受理

⑳外部審査案件確認書作成

③外部倫理審査委員会審査結果報告書作成・提
出
上記①で準備した書類一式を倫理委員会事務局
にメールにて送付する。プリントについても一
式を提出する。
申請者が作成するもの
・審査結果報告書（この時点では捺印不要）
・本学で使用する説明文書もしくは公開文書
・主機関からのデータ・プリントは基本全て提
出する

公開文書の場合、許可日を記載し、
事務局へ送付し、倫理委員会HPの掲
載を確認する

公開文書提出依頼
/ 許可日連絡

公開文書受理
記載日付確認

公開文書案
件のみ

④外部倫理審査委員会審査結果報告
書 受理・確認

②メールにて承認の連絡があった場
合は①の書類を依頼する

⑦修正依頼

赤ライン メール
青ライン 書面


